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◆東京都緊急事態措置相談センター
　東京都では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備える改正特別
措置法に定める要請・指示等の措置に対する都民の方や事業者の方の疑
問・不安に対応するため、新たにコールセンターを設置しました。
【午前9時～午後7時（土・日曜日、祝日含む）】
東京都緊急事態措置相談センター
☎03-5388-0567
※新型コロナウイルス感染症の予防・検査・医療に関する相談について
は、これまでどおり東京都新型コロナコールセンターで受け付けます。
◆新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談窓口（東京都コロナ
　コールセンター）
【午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日含む）】
▶多言語（日本語、英語、中国語、韓国語）での相談
　☎0570-550571
▶聴覚障害のある方などからの相談
　Ｆ03-5388-1396
◆新型コロナ受診相談窓口
【平日午前9時～午後5時】
多摩小平保健所
☎042-450-3111
【平日午後5時～翌午前9時と土・日曜日、祝日の終日】
都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎03-5320-4592

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
各 種 問 い 合 わ せ 先

　電話番号のかけ間違いが多く発生しています。おかけになる前に
今一度電話番号の確認をお願いします。

家族に新型コロナウイルス感染症感染
の 疑 い が あ る 方 が い る 場 合 に
家庭で注意いただきたい8つのポイント
①部屋を分けましょう。
②感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
③マスクをつけましょう。
④こまめに手を洗いましょう。
⑤換気をしましょう。
⑥手で触れる共用部分を消毒しましょう。
⑦汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
⑧ゴミは密閉して捨てましょう。
　感染の疑いがある方は外出を控えてください。また、家族、同居して
いる方も体温を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は控え、特に
熱や咳などの症状があるときには、職場などに行かないでください。

5月6日㈬まで市内公共施設等の休館期間を延長します

施設名 問合せ 備考
健康センター

042-492-5111
土・日曜日、祝日のみ休館。

健康増進室 5月6日以降も当分の間休館。

生涯学習センター 042-495-7001 入金等の窓口業務は実施。土・日曜日、祝日は終日休館。
男女共同参画センター 042-495-7002 交流コーナーも利用不可。相談は実施。

郷土博物館 042-493-8585 入金等の窓口業務は実施。月曜日、5月3日㈰～6日㈬は終日休館。
児童センター（中央児童
館） 042-495-7700

子ども家庭支援センターは通常どおり
開所。

野塩・下宿児童館

消費生活センター 042-495-6211 入金等の窓口業務は実施。土・日曜日、祝日は終日休館。

松山地域市民センター 042-491-5153 出張所は通常業務。土・日曜日、祝
日は終日休館。

野塩地域市民センター 042-493-4014 出張所は通常業務。5月4日㈪は終日休館。
下宿地域市民センター
（広場・体育館含む） 042-493-4033

入金等の窓口業務は午前9時～午後8
時で実施。

スポーツ施設 サッカー場、野球場、テニスコート
竹丘地域市民センター 042-495-5100

（コミュニティプ
ラザひまわり）

中里地域市民センター
中清戸地域市民センター
中央図書館 042-493-4326 インターネット・電話による予約、予

約資料の貸し出し及び返却業務のみ実
施。利用時間は月曜日を除く午前10時
～午後5時。

駅前図書館 042-492-8751
野塩図書館 042-493-4086
元町こども図書館 042-495-8666
下宿図書館 042-495-5432
竹丘図書館 042-495-1555
コミュニティプラザひま
わり（広場・テニスコート
含む）

042-495-5100
入金等の窓口業務は、午前8時30分～
午後7時（土・日曜日、祝日は午後4時
30分まで）で実施。

清瀬けやきホール 042-493-4011 入金などの窓口業務は午前9時～午後5時で実施。
松山・竹丘集会所 042-495-5100
老人いこいの家 042-497-2081
きよせ・ボランティア市
民活動センター 042-491-9027 相談などの窓口業務は午前9時～午後5時で実施。

　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、市内公共施設
等の休館期間を5月6日㈬まで延長
します。屋外のスポーツ施設の利
用も中止です（4月3日現在）。

　使用料の還付など、詳しくは各
施設へお問い合わせください。最
新情報については、市ホ
ームぺージをご覧くださ
い。

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催予定の催しなどが中止や延期になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策
～ 妊 婦 の 方 へ ～
　現時点では、妊娠後期での感染については、経過や重症度は妊娠して
いない方と変わらないとされています。胎児のウイルス感染症例が海外
で報告されていますが、胎児の異常などの報告はありません。
●日ごろの感染予防
　一般的に、妊婦が肺炎にかかった場合には、重症化する可能性があり
ます。人混みを避け、こまめに手を洗うなどの感染予防対策を行い、健
康管理の徹底をお願いします。
●妊婦健診の受診について
　新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した方、家族に感染疑いがある
方がいる場合は、別室で過ごすなど接触を避け、妊婦健診前に、かかり
つけ産科医療機関に電話でご相談ください。

～かかりつけ医をお持ちの方へ～
　かかりつけ医をお持ちの方で、下記の症状がある場合には、直接来院
せずに、まずはかかりつけ医に電話で受診のタイミングや家庭での過ご
し方等について相談してください。

※医療機関や薬局の受け付け時間などが変更になっている可能性があり
ますので、事前にご確認ください。

・「風邪のような症状」や「37.5℃以上の発熱」がある方
・「強いだるさや息苦しさ」がある方
・不安に思う方

緊急事態宣言が発令されました
不要不急の外出を控えてください

　東京都を含む7都府県に緊急事態宣言が発令されました。市民の皆
様におかれましては、不要不急の外出を控えるとともに、
常に正確な情報を確認し、冷静な対応をお願いします。
　市の対応などは二次元コードから確認できます。

都 民 の 皆 様 へ

S
ス テ イ

TAY H
ホ ー ム

OME
自分を守るため、大切な人を守るため、そして社会を守るため

▶食料品や医薬品などの生活必需品を購入するための外出
　は制限しません。
▶公共交通機関の運休などは要請しません。性急な帰省な
　どの移動はお控えください。
▶テレワークを活用するなど、可能な限り在宅勤務をお願
　いします。

密NO!!3

密閉
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　やむを得ず外出する際には、行列
を作らないなど、人と人との間隔を
約2㍍確保するようお願いします。

2㍍ 2㍍

参考：令和2年4月6日東京都知事記者会見資料より作成

ファクスによる相談の相
談票など詳しくは、東京
都福祉保健局のホームペ
ージをご覧ください。


